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2-6. しわ寄せ防止総合対策の概要
○ 「働き方改革の推進」と「取引適正化」は車の両輪であり、大企業等の働き方改革による
下請等中小事業者への「しわ寄せ」の防止は、親事業者と下請等中小事業者の双方が生産性の
向上・成長と分配の好循環を実現する上で共通の課題

○ このため、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁が一層の連携を図り、「働き方改革の
推進」と「取引適正化」を一体的に推進するため 「大企業・親事業者の働き方改革に伴う
下請等中小事業者へのしわ寄せ防止のための総合対策」を策定（令和元年６月２６日）

＜総合対策の４つの柱＞
① 関係法令等の周知広報
・労働局・労基署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法に基づく
「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知

・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組
・労働施策総合推進法第10条の３に基づく協議会等における課題の共有と地域での取組の推進

② 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
・下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革による「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合
には、相談情報を地方経産局に情報提供

③ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報
・労働局から管内の大企業等に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者による下請法等
違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報

④ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報
・大企業の働き方改革に伴う下請等中小事業者へのコスト負担を伴わない短納期発注等の下請法等違反の「しわ
寄せ」については、公取委・中企庁が、下請法等に基づき、厳正に対応

・実際に行った指導事例や不当な行為の事例（べからず集）の周知・広報の徹底
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2-7．下請ガイドライン策定業種、自主行動計画策定団体（令和2年10月末時点）

＜下請ガイドライン策定業種＞
業種 団体名

自動車 日本自動車工業会
日本自動車部品工業会

素形材 素形材センター等 計9団体

機械製造業

日本建設機械工業会
日本産業機械工業会
日本工作機械工業会
日本半導体製造装置協会
日本ロボット工業会
日本計量機器工業連合会
日本分析機器工業会

航空宇宙工業 日本航空宇宙工業会

繊維 日本繊維産業連盟等 計2団体

紙・紙加工業 日本製紙連合会
全国段ボール工業組合連合会

電機・情報通信機器

電子情報技術産業協会
ビジネス機械・情報システム産業協会
情報通信ネットワーク産業協会
日本電機工業会
カメラ映像機器工業

情報ｻｰﾋﾞｽ・ｿﾌﾄｳｪｱ 情報サービス産業協会

流通業 スーパー、コンビニ、ドラッ
グストア等の小売業

日本スーパーマーケット協会
全国スーパーマーケット協会
日本フランチャイズチェーン協会
日本チェーンドラッグストア協会
日本ボランタリーチェーン協会
日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

建材・住宅設備 日本建材・住宅設備産業協会

金属産業
日本電線工業会
日本鉄鋼連盟
日本アルミニウム協会

化学産業 日本化学工業協会等 計6団体

警備業 ※警察庁より要請 全国警備業協会

放送コンテンツ業 ※総務省より要請 放送コンテンツ適正取引推進協議会

トラック運送業 ※国交省より要請 全日本トラック協会

建設業 ※国交省より要請 日本建設業連合会

＜自主行動計画策定団体＞
業種 ガイドライン名称

製造 素形材 素形材産業取引ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 自動車 自動車産業適正取引ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 産業機械・航空
機等

産業機械・航空機等における下請適正取引等の推進のため
のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 繊維 繊維産業における下請適正取引等の推進のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 電気・情報通信
機器

情報通信機器産業における下請適正取引等の推進のための
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

情報 情報サービス・ソフ
トウェア

情報ｻｰﾋﾞｽ･ｿﾌﾄｳｪｱ産業における下請適正取引等の推進の
ためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

サービス 広告業 広告業界における下請適正取引等の推進のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

建設 建設業 建設業法令遵守ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 建材・住宅設備
産業 建材・住宅設備産業取引ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

運輸 トラック運送業 トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

情報 放送コンテンツ 放送ｺﾝﾃﾝﾂの製作取引適正化に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 金属産業（旧鉄
鋼） 金属産業取引適正化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 化学産業 化学産業適正取引ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 紙・紙加工業 紙・紙加工産業取引ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

製造 印刷業 印刷業における下請適正取引等の推進のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

情報 アニメーション製作
業

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ制作業界における下請適正取引等の推進のための
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

食品 豆腐・油揚製造
業

食品製造業・小売業の適正取引推進ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ～豆腐・油
揚製造業～

食品 牛乳・乳製品 食品製造業・小売業の適正取引推進ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ～牛乳・乳
製品～

 下請ガイドラインは現在18業種策定、自主行動計画は現在16業種49団体策定。
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2-9．令和２年度自主行動計画フォローアップ調査結果概要
 経産省所管の自主行動計画策定業種（12業種44団体）が令和２年9～11月に調査を実施。
 「未来志向型の取引慣行に向けて」の重点三課題について、「不合理な原価低減要請」、「型管理
の適正化」については改善。

 一方、下請代金の支払条件については、「現金払い化」「手形等のサイト短縮」のいずれも若干悪化
しており、今後の課題。
※なお、本調査は当該年度内での実施状況について、各項目ごとに調査。
（回答例：①概ねできた（実施済）、②一部できた（実施中）、③できなかった（未実施）の3択）

 認識のズレの解消等を目的に、取引問題小委員会にて、策定業界団体が一堂に会し、公開の場で
調査結果等について議論。

設問 発注／受注 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

①不合理な原価低減要請を行わない／受けていない
（「実施済」と答えた企業の割合）

発注 81％ 81％ 86% 89％
受注 40％ 51％ 56% 59%

②－１型管理の適正化（※1）
型の返却・廃棄の促進（※「概ねできた」と答えた企業の割合）

発注 39％ 39％ 50% 55%
受注 23％ 15％ 18% 22％

②－２型管理の適正化（※1）
型の保管費用の発注側負担（※「概ねできた」と答えた企業の割合）

発注 32％ 40％ 44% 48％
受注 17％ 13％ 14% 17％

③－１下請代金をすべて現金で
支払っている／受け取っている

発注 49％ 53％ 57% 52％
受注 26％ 28％ 30% 27％

③－２下請代金支払の手形等のサイトが６０日以内（※2）
発注 14％ 13％ 18% 15％
受注 10％ 12％ 14% 11％

※1 ②-1、②-2について、電機・情報通信機器は、発注側・受注側の区別がないため、30年度の集計のみ除外。
※2 ③-2手形サイトにおいては、「60日以内」の割合は回答項目「30日以内」「60日以内」の合計から算出。

＜重点三課題 改善割合＞
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③支払条件
・発注・受注ともに、「全て現金払い」は若干悪化。
・手形サイトについては、発注・受注ともに「60日以内」の割合が減少。大半が「90日以内」もしくは
「120日以内」に偏っている状況。

・大企業間の取引においては、発注側の「全て現金払い」の回答率が35％で変化なし。
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【参考】自主行動計画フォローアップ調査結果
 「支払条件」については、発注・受注ともに、「全て現金払い」の割合は若干悪化。
 手形サイトは、大半が「90日以内」もしくは「120日以内」に偏っている状況。
 大企業間取引の現金払い化については、取組が進んでいない。
 「働き方改革」の影響については、特に影響はないという回答が最も多い。しかし、短納期発注等に
よるコストの適正負担については、発注・受注間で認識にズレがある。

④働き方改革
・発注側企業・受注側企業ともに、「特に影響はない」という回答が最も多い。
・影響があるものとしては、「急な対応の依頼の増加」や「短納期での発注の増加」が挙げられている。
・短納期発注や急な仕様変更があった場合にそのコストを発注側が適正に負担したかどうかについて、
「概ねできた」との 回答率は、発注側と受注側で14ポイントの差が存在。



３．新型コロナウイルス感染症対策に関しての取組について
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３．新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する一層の配慮について

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業への取引上のしわ寄せ防止のため、業界
団体等を通じて、親事業者に配慮を求める要請文を令和2年2月14日に発出。
その後の更なる感染症拡大を受け、年度末を迎えるにあたり、納期の延期等への柔軟な対応やコスト増
を踏まえた適正なコスト負担など下請等中小企業への一層の配慮を行うよう、令和2年3月10日付けで
再度配慮要請文を発出。

１．要請文（要約）
①物資不足及び人手不足等に起因する納期遅れに対し、損失補填を求めることなく、柔軟な対応を行うとともに、
取引を継続的に実施するよう努めること

②原材料価格等の高騰及び短納期によるコスト増を踏まえた、適正なコスト負担を行うこと
③速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること
④発注の取消、または数量、仕様等の変更を行う場合には、下請事業者に損失を与えることとならないよう最大限の
配慮を行うこと

２．事例(実際の声）
〇国内メーカーに発注した３点ユニット(バス・トイレ・洗面台)が、メーカーの中国の工場が稼働していないことから届かないため、元請事業
者指定の工期に間に合わない。元請事業者社長は、とにかく何とかしろ、工期に間に合わなければ損害賠償になるという。【建設業】

〇モーターの部品を武漢の会社から仕入れているが入荷が止まっており、日本国内の他の会社から仕入れて倍の費用がかかっているが、値
上げは認められていない。武漢からの入荷が止まっている間は、コストの高い国内部品を仕入れなければならない。【産業機械】

〇ショッピングモール内のイベントを受託していたが、新型コロナウイルス感染症の件で、様々なイベントが中止となり、４月末まで仕事の依
頼は無いと通告を受けた。【イベント業】
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４．下請Ｇメンヒアリングについて
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４-2.下請Ｇメンヒアリング等を通じた具体的事例

22

• 下請Gメンヒアリング等において、型取引の保管料が支払われるようになった、手形支払いが手形から現
金になったなどの好事例が見られる一方、足下でも問題のある事例もあがってきている。

• また、新型コロナウイルス感染症拡大による影響把握も実施。親事業者が発注の継続により下請事業
者の売上を確保するなどの好事例が見られる一方、「価格引下要請」「発注キャンセル」「納期延期」「短
納期発注」など、問題となり得る取引事例も把握。

• 下請代金法違反事案に対しては、公取委とともに改善指導や措置請求／勧告を実施。また、悪質な
事例を整理・周知することで発注側事業者の危機意識を向上させ、問題事例の未然防止を図る。

• 今後も自主行動計画策定業種を中心に計画的にヒアリングを行い、問題事例を把握した場合には、更
に同じ業種や同じ親事業者の他の取引について同様の事例が無いか重点的に調査を行う。

①下請ヒアリング等で把握した事例

知財・ノウハウの保護

【凡例】○：よい事例、▲：問題のある事例、（）内は親事業者の業種/聴取時期

▲ 当社が納品している製品を事前のアナウンスもなく、親事業者が内製を開始してしまった。（産業機械/７月）
▲ 当社が親事業者に提供した製品のデータがその親事業者の海外にあるグループ企業に許可なく転用され、安価な競合品の製造に使
用された。一部については当社から働きかけて止めることができたが、現在も無許可のまま転用が続いている。契約内容を厳しくしたい
が、当社から強く求め過ぎると取引停止の可能性が高いので言えない。（産業機械/８月）

▲ 型図面の提出を要求されたが、協力工場のノウハウも含まれているため拒否したところ､2020年に入ってから受注がなくなった｡（産業
機械/10月）

○ 特許が複数あり､親会社との共同出願が多い｡親事業者とは特許権の持分等の取り決めがあり、問題はない｡（自動車/８月）
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型取引の適正化

【凡例】○：よい事例、▲：問題のある事例、（）内は親事業者の業種/聴取時期

▲ 金型製作相当費の24分割払いの金利相当額を負担すると申し出があったが､資金繰りが厳しいため一括支払いの要請をしたところ、
「他社も同様にしている」との理由で拒否された｡（自動車/９月）

▲ 食品用トレーの型の廃棄の相談をしても､｢取引先食品メーカーからの返事が来ない｣｢担当者が変わり詳細把握していない｣など､明
確な返答が貰えない｡（食料品製造/10月）

▲ 現在200型以上の不稼働型を保管している｡保管期間等についての取り決めはなく､費用も貰っていない｡当社から親事業者に不定
期に廃棄を要請しているが､了解が出るのは1割程度｡親事業者は全く関心を持ってくれず非常に困っている｡（産業機械/2月）

○ 金型は全て親事業者からの貸与品であり、当社で倉庫を借りて保管している。１年前から親事業者２社が保管料を支払ってくれる
ようになった。保管料は保管する倉庫の面積や重さに応じ、2社合計で月々百万単位となっており大変助かっている。国からの後押し
があったものと推察され、感謝している。（電線・自動車/８月）

○ 政府の取引条件改善の取組をまとめた資料を示して親事業者に交渉したところ、10年以上稼働していない金型と多数の残地生産
部品の廃棄が了承され、月額20万円で借りていた倉庫も解約でき、固定費負担が無くなった。（自動車/８月）

○ 型の底面積を算定基準として､2020年1月に当社及び当社の外注先に1年分の保管料が支払われた｡（自動車/９月）
○ 2020年3月から、型の保管もとに算出した保管料が支払われるようになった｡（映像関連機器/９月）
○ 親事業者がパｰトナｰシップ構築宣言をするにあたり､金型の保管に関する覚書を交わして今後保管費用を支払うとの連絡が来ており、
現在準備を進めている｡（電機・情報通信機器/12月）

働き方改革に伴うしわ寄せ防止
▲ 親事業者の時間外勤務の短縮によって打ち合わせが先延ばしされたために発注が遅れ、短納期発注になる場合がある。（自動車/
７月）

▲ 親事業者の業務改善・業務の効率化を理由に、親事業者が行っていた業務を当社で行うための設備投資(100万円以上)を要請
された。（自動車/８月）

▲ 親事業者から、当社が働き方改革の取組みを行っているか否かの問い合わせがある。働き方改革に取り組んでいない下請事業者に
は二度と仕事が来なくなる。しかし実際には､その通りやっていたら間に合わないような納期で注文があり、土日も操業しないと間に合わ
ない場合もある。（自動車/12月）



価格決定方法の適正化

▲ 半年に1度原価低減要請があるが、満額回答するまで何度も要請があるため､強要と言わざるを得ない｡（自動車/９月）
▲ 半期に一回､口頭で一律5%の値下げ要請がある｡2020年の値下げ要請では「要請を断った場合､海外調達へ切り替える」と言わ
れ、一部対応した。（電機・情報通信機器/９月）

▲ 発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず15年前から納品価格が据え置かれているものについて､価格改定を年に複数回申し
入れ続けているが､明確な理由の説明もなく拒否されている。（自動車/10月）

▲ 書面又はメールで毎年5%の原価低減要請が来ているが、当社はコストダウンができる限界を超えており、対応に苦慮している｡（航
空宇宙/10月）

▲ 継続受注品の原材料費等の大幅上昇時に書面で改定を要請しているが､協議に応じてもらえず却下される｡（産業機械/11月）

○ 親事業者の方から原材料の値上がりを当社に連絡してくれ、値上げ交渉をすることができる。（自動車/８月）
○ 継続品に対して不定期に数%程度の値下げ要請があり､出来る範囲で応じているが､平成29年頃から一方的な押し付けは無くなり､
協議のうえ妥協点が見出しやすくなった｡（自動車/９月）

支払条件の改善

▲ 受け取る代金の支払方法がサイト120日のファクタリングであるため、当社の外注先への支払方法も月末締翌々月末支払いから改
善できない｡（航空宇宙/９月）

▲ サイト120日の電子記録債権で支払われている。サイトが長く、当社負担で割引しており、困っている。（建材・住宅設備/９月）
▲ サイト120日の手形払いだったが、現金払いにする代わりに値下げするよう要請された。（電機・情報通信機器/２月）

○ 昨年までは親事業者の各工場によって支払条件が異なり、120日サイトの手形払いもあったが、2020年から全て現金払いになった。
また、その親事業者の関連会社との取引においても手形サイトが短縮された。経産省の活動が浸透しつつあると感じている。（自動
車/８月）

○ 2021年4月より支払条件を電子記録債権サイト120日から100％現金払いに変更すると通知があった｡（電機・情報通信機器/
８月）

【凡例】○：よい事例、▲：問題のある事例、（）内は親事業者の業種/聴取時期
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新型コロナウイルスの影響に伴うその他の事例

▲ 親事業者から運賃を10％程度下げてほしいと要請があった。同業他社が運賃を下げてでも仕事を取りにきていることもあり、やむなく
応じた。（運送/８月）

▲ エンドユーザーからの受注がキャンセルになったため納品数量を減らしてほしいという要請があった。当然コストは増加するが、価格は据
え置きで当社は受け入れるしかない。（自動車/６月）

▲ 親事業者担当者のテレワークに伴い発注通常よりもが遅れており、短納期発注が増えている。（電機・情報通信機器/６月）
▲ ほぼ全ての取引先から納期延期の要望があり、いつ引き取ってくれるのか分からない。保管費用、材料費の前払いなどの費用負担が
発生するが、対応をしてくれる取引先はない。（航空宇宙/７月）

▲ エンドユーザーがリモート勤務になったために最終納品場所が確定しない等の理由で、ティア1に対する納期が延びている案件が発生
している。同様に新規案件の商談も滞っている。（産業機械/７月）

▲ 全商品に対して一律5％の協力値引きの依頼が来ている。（化学/ 10月）

○ 親事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響により発注数量が減った分の値上げを行ってくれた。（自動車/７月）
○ 親事業者は当社の売上減少を少しでも食い止めようと、従来取引のなかった新しい製品を発注するなどの配慮をしてくれている。
（工作機械/６月）

○ 新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し当社の資金繰りが厳しくなったが、親事業者に相談したところ、支払いを早めても
らえた。（建設機械/７月）

○ コロナ禍による当社の資金繰りを懸念して、支払方法をファクタリングから全額現金払いに変更してくれた。非常に助かっている。（半
導体製造装置/７月）

○ 親事業者は、当社に対する新型コロナウイルス感染症対策全般の指導や、有償支給原材料費の支払を1カ月先延ばしにして運
転資金の援助をしてくれている。（自動車/７月）

○ 親事業者は、9月の価格交渉において、原材料費が低下したにも関わらず、新型コロナウイルス感染拡大を考慮して取引価格の据
え置き依頼に応じてくれた。（産業機械/ 10月）

○ 親事業者は2020年8月に､24分割払い中だった金型代金の残金を一括で支払ってくれた｡コロナの影響で資金繰りが悪化するで
あろう下請事業者への助成とのことで、多額の資金回収となり助かった。（自動車/2月）

【凡例】○：よい事例、▲：問題のある事例、（）内は親事業者の業種/聴取時期
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５．下請法の指導事例
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５．中小企業庁による下請法に係る指導事例①
中小企業庁において、下請法違反のおそれがあるとして、事業者に対して実施した最近の
主な指導事例は以下のとおり。

(1) 鉄鋼業者に対する指導事例
下請事業者との取引において、平成４年９月に定められた単価で令和元年１０月に納品しているが、原材料

費等の大幅な上昇等経済情勢の変化があったにもかかわらず、単価見直しを行っていなかった。
このような行為は、下請法が禁止する買いたたきに該当するおそれがあるため、令和２年１月に改善指導を

実施した。
指導を踏まえ、親事業者は定期的に下請事業者との価格の改定について十分な協議を行うなど、発注金額の

決定方法について改善を行った。

：価格決定方法の適正化関係

(3)機械等修理業者に対する指導事例
下請事業者に対する発注については、「受注単価について」に基づき下請代金の額を決定しているが、当該

「受注単価について」を策定する過程で同社との協議が行われた形跡が見られない。
このような行為は、下請法が禁止する買いたたきに該当するおそれがあるため、令和元年１０月に改善指導

を行った。
指導を踏まえ、親事業者は、発注金額について下請事業者と十分に協議し、その経緯や理由を明確にするな

ど、発注金額の決定方法について改善を行った。

：価格決定方法の適正化関係

(2)生産用機械器具製造業者に対する指導事例
下請事業者との取引において、下請事業者に対して「見積依頼書」が交付され、見積金額の回答を得ている

が、同依頼書に前回実績価格を記載した上で「上記は前回実績価格です。同価格でお願いします。」と追記さ
れており、同金額で価格が決定されていた。
このような行為は、下請法が禁止する買いたたきに該当するおそれがあるため、令和元年５月に改善指導を

実施した。
指導を踏まえ、親事業者は下請代金額の決定に際して、下請事業者と十分な協議を行うなど、発注金額決定

方法について改善を行った。

：価格決定方法の適正化関係
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５．中小企業庁による下請法に係る指導事例②
(4)輸送用機械器具製造業者に対する指導事例
下請事業者との取引において、製造委託した製品の金型について、当該金型の使用が見込めないにも関わ

らず、無償で保管させており、同社の説明によると「使用が見込めない金型の廃棄処分等を進めるなかで漏
れが生じてしまった。」とのことである。
このような行為は、下請法が禁止する不当な経済上の利益提供要請に該当するおそれがあるため、令和元

年１２月に改善指導を実施した。
指導を踏まえ、親事業者は使用する見込みのない金型については、廃棄するなど改善を行った。

：型取引の適正化関係

：働き方改革への対応関係

(5)電気機械器具製造業者に対する指導事例
下請事業者との取引において、委託した成果物を製造させるため親事業者が所有する金型を下請事業者に

貸与しているが、当該成果物の製造を大量に発注する時期を終えた後、当該金型の保管に係る負担額及びそ
の算出根拠を明確にせず、当該成果物の発注を長期間行っていなかった。
このような行為は、下請法が禁止する不当な経済上の利益提供要請に該当するおそれがある令和２年３月

に改善指導を実施した。
指導を踏まえ、親事業者は金型の必要性を考慮し、金型の廃棄や保管費用負担の条件等について下請事業

者と十分な協議行った上で決定するなど改善を行う予定。

：型取引の適正化関係

(6)電気機械器具製造業者に対する指導事例
下請事業者との取引において、注文書に記載している納期を「最短」を記載して発注しているが、短納期

発注を行う場合に下請事業者に発生する費用増を考慮せず通常支払われる対価より低い対価により下請代金
の額を定めている。
このような行為は、下請法が禁止する買いたたきに該当するおそれがあるため、令和元年１０月に改善指

導を実施した。
指導を踏まえ、親事業者は短納期発注など個別の発注内容の違いを考慮し、下請事業者と十分な協議を

行った上で単価を決定するなど、発注金額の決定方法について改善を行った。 28



６．自主行動計画の改定について
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